
○
告

示

○
警
察
本
部
告
示

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
５７号

）
第
８
条
第
１
項

令
和
５
年
１
月
４
日

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第
５７号

）
第
８
条
第
１
項

令
和
５
年
１
月
４
日

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
１９年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
６
号
）

第
２６条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
２８条

第
２
項
及
び
第
３
項
令
和
５
年
３
月
１
日

大
分
県
告
示
第
九
十
四
号

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

航
空
従
事
者
技
能
証
明
限
定
変
更
資
格
取
得
訓
練
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
平
成
二
十
年
大

分
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
）

航
空
従
事
者
技
能
証
明
業
務
範
囲
変
更
資
格
取
得
訓
練
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
平
成
二
十

年
大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
９
号

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
４
年
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
４８号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
１
日

大
分
県
警
察
本
部
長

種
田

英
明

４
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し
書
及
び
第
５
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と

す
る
。

ア
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等
の
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
５９年

法
律
第
８６号

）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
の

用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
当
該
申
請
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
以
下
「
申
請
部
分
」
と

い
う
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１４年

法
律
第
２６号

）
第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
を
い
う
。
）
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の

（
以
下
「
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
と
い
う
。
）
を
受
信
し
、
当
該
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申

請
部
分
に
接
続
す
る
措
置

イ
別
表
第
３
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
等
の
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す

る
措
置

４
⑵
中
「
別
表
第
２
」
を
「
別
表
第
４
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
中

「

を

」

「

令

和

五

年

号

外

一
三

三

月

一

日

( 水 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

告

示

航
空
従
事
者
技
能
証
明
限
定
変
更
資
格
取
得
訓
練
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
等
の
廃
止
…
…
…
一

警
察
本
部
告
示

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
報
号
外
（
告
示
・
警
察
本
部
告
示
）

令
和
五
年
三
月
一
日

一



（
第
１
号
イ
及
び
第
２
号
イ

を
除
く
。
）

第
３１条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３２条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３３条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
４１条

令
和
５
年
３
月
１
日

法
令
等

規
定

適
用
年
月
日

遺
失
物
法
施
行
規
則

第
２６条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
２８条

第
２
項
及
び
第
３
項

（
第
１
号
イ
及
び
第
２
号
イ

を
除
く
。
）

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３１条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３２条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３３条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
４１条

令
和
５
年
３
月
１
日

法
令
等

規
定

適
用
年
月
日

道
路
交
通
法

第
７４条

の
３
第
５
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
７８条

第
１
項

令
和
３
年
６
月
１
日

第
７８条

第
４
項

令
和
３
年
６
月
１
日

第
７８条

第
５
項

令
和
３
年
６
月
１
日

道
路
交
通
法
施
行
規
則

第
５
条
第
１
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
８
条
第
１
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
８
条
の
５
第
１
項

令
和
５
年
１
月
４
日

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則

第
８
条
第
３
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
１５条

第
４
項

令
和
４
年
１
月
４
日

警
備
業
法

第
９
条
（
警
備
業
者
が
、
そ

の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
す

る
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府

県
の
区
域
内
で
警
備
業
務

（
警
備
業
法
施
行
規
則
第
１４

条
に
掲
げ
る
警
備
業
務
を
除

く
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と

き
の
届
出
に
限
る
。
）

令
和
５
年
１
月
４
日

第
１０条

第
１
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
１６条

第
２
項

令
和
３
年
６
月
１
日

第
１６条

第
３
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
１１条

第
１
項

令
和
３
年
６
月
１
日

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
１６条

第
２
項

令
和
４
年
１
月
４
日

第
１７条

第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
１１条

第
１
項

令
和
４
年
１
月
４
日

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
１７条

第
１
項

令
和
３
年
６
月
１
日

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律

第
８
条
第
１
項

令
和
５
年
１
月
４
日

遺
失
物
法
施
行
規
則

第
２６条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
２８条

第
２
項
及
び
第
３
項

（
第
１
号
イ
及
び
第
２
号
イ

を
除
く
。
）

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３１条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３２条

令
和
５
年
３
月
１
日

第
３３条

第
１
項

令
和
５
年
３
月
１
日

第
４１条

令
和
５
年
３
月
１
日

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律

第
１０条

第
３
項

令
和
４
年
１
月
４
日

に

」

改
め
る
。

別
表
第
２
中
「
（
昭
和
５８年

総
理
府
令
第
１
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
次
に
次
の
２
表
を
加
え
る
。

別
表
第
３

別
表
第
４

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
告
示
）

令
和
五
年
三
月
一
日

二



○
警
察
本
部
訓
令

附
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
１９年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３４

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
１
日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
４
条
第
１
項
中
「
（
以
下
「
提
出
物
件
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
提
出
物
件
」
を
「
当
該
物

件
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
照
会
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
４
条
第
４
項
中
「
提
出
物
件
を
、
」
を
「
提
出
を
受
け
た
物
件
を
、
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

「
提
出
物
件
」
を
「
当
該
物
件
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
第
１
号
た
だ
し
書
中
「
よ
り
が
た
い
」
を
「
よ
り

難
い
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
当
該
施
設
」
の
次
に
「
の
所
在
地
」
を
加
え
る
。

第
６
条
の
見
出
し
を
「
（
受
理
番
号
等
を
記
載
し
た
書
面
等
の
作
成
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
拾

得
物
件
一
覧
簿
（
規
則
別
記
様
式
第
３
号
）
の
記
載
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
作
成
」
に
、
「
、
交

番
等
」
を
「
交
番
等
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
特
例
施
設
占
有
者
保
管

物
件
一
覧
簿
（
規
則
別
記
様
式
第
４
号
）
の
記
載
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
作
成
」
に
、
「
、
法
第

１７条
」
を
「
法
第
１７条

前
段
」
に
改
め
、
「
届
出
」
の
次
に
「
（
以
下
単
に
「
届
出
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
る
。

第
７
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

第
９
条
第
２
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
照
会
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
９
条
第
３
項
中
「
別
記
様
式
第
５
号
」
を
「
別
記
様
式
第
３
号
」
に
改
め
る
。

第
１１条

の
見
出
し
中
「
遺
失
届
一
覧
簿
」
を
「
遺
失
届
の
有
無
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
提
出
物

件
」
を
「
提
出
を
受
け
た
物
件
」
に
、
「
遺
失
届
一
覧
簿
（
第
２
号
様
式
）
に
お
け
る
該
当
す
る
遺
失
届
に

係
る
記
載
」
を
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遺
失
届
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
、
前
項
」
を
「
前

項
」
に
、
「
拾
得
物
件
一
覧
簿
若
し
く
は
特
例
施
設
占
有
者
保
管
物
件
一
覧
簿
の
記
載
」
を
「
規
則
第
４
条

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
作
成
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
、
提
出

物
件
」
を
「
、
警
察
署
又
は
交
番
等
で
提
出
を
受
け
た
物
件
（
以
下
「
提
出
物
件
」
と
い
う
。
）
」
に
、

「
別
記
様
式
第
１３号

」
を
「
別
記
様
式
第
１１号

」
に
、
「
と
当
該
」
を
「
と
当
該
遺
失
届
に
係
る
」
に
改
め

る
。第
１２条

の
見
出
し
中
「
遺
失
物
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
「
共
通
基
盤
遺
失
物
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
法
第
１７条

の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
遺
失
物
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
「
警
察
共
通
基
盤
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
遺
失
物
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
に
当
該
」
の
次
に
「
遺
失
届
に
係
る
」

を
加
え
る
。

第
１３条

の
見
出
し
中
「
拾
得
物
件
一
覧
簿
」
を
「
拾
得
物
件
の
有
無
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
拾
得

物
件
一
覧
簿
及
び
特
例
施
設
占
有
者
保
管
物
件
一
覧
簿
に
お
け
る
該
当
す
る
」
を
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
」
に
改
め
、
「
に
係
る
記
載
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
、
前
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
遺
失
届

一
覧
簿
の
記
載
」
を
「
規
則
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
作
成
」
に
改
め
、
同

条
第
３
項
中
「
法
第
１７条

の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
、
当
該
」
の
次
に
「
遺
失
届
に
係
る
」
を
、
「
と

当
該
」
の
次
に
「
提
出
に
係
る
」
を
加
え
る
。

第
１４条

の
見
出
し
中
「
遺
失
物
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
「
共
通
基
盤
遺
失
物
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
条
第

３
項
中
「
法
第
１７条

の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
に
当
該
」
の
次
に
「
遺
失
届
に
係
る
」
を
加
え
る
。

第
１５条

第
１
項
中
「
第
３
号
様
式
」
を
「
第
２
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
も
の
に
該
当
す

る
」
を
削
り
、
同
条
第
４
項
中
「
類
す
る
も
の
」
を
「
類
す
る
物
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
後
」
を

「
物
件
に
つ
い
て
、
」
に
、
「
提
出
物
件
」
を
「
当
該
物
件
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
提
出
物
件
」
を

「
交
番
等
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
物
件
」
に
改
め
る
。

第
１６条

第
１
項
た
だ
し
書
中
「
提
出
物
件
」
を
「
交
番
等
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
物
件
」
に
、
「
き
損

す
る
」
を
「
毀
損
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
４
号
様
式
」
を
「
第
３
号
様
式
」
に
、
「
な
お
」

を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
１８条

の
２
第
１
項
中
「
第
２
条
」
を
「
第
２
条
第
１
項
」
に
、
「
第
５
号
様
式
」
を
「
第
４
号
様
式
」

に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
提
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
提
出
」
に
改
め
る
。

第
１９条

第
１
項
中
「
第
６
号
様
式
」
を
「
第
５
号
様
式
」
に
、
「
な
お
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に

改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
７
号
様
式
」
を
「
第
６
号
様
式
」
に
、
「
な
お
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」

に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
所
有
権
取
得
通
知
書
（
第
８
号
様
式
」
を
「
権
利
取
得
通
知
書
（
第
７
号
様

式
」
に
、
「
有
さ
な
い
拾
得
者
又
は
」
を
「
有
さ
な
い
拾
得
者
若
し
く
は
」
に
、
「
第
９
号
様
式
」
を
「
第

８
号
様
式
」
に
、
「
所
有
権
取
得
通
知
書
、
」
を
「
権
利
取
得
通
知
書
若
し
く
は
」
に
、
「
な
お
」
を
「
こ

の
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
一
日

三



第
３
号
様
式
（
第
1
6
条
関
係
）

年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
受
理
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

様

県
　
　
　
警
察
署
長

拾
得
物
件
処
分
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
法
定
期
間
満
了
ま
で
現
品
の
ま
ま
保
管
す
る

こ
と
が
困
難
で
す
。
遺
失
物
法
第
1
0
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
通
知
い
た
し
ま
す
。

１
　
提
出
(交
付
)日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

）
（

２
　
拾
得
物
件

◎
　
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
　在

　地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
２０条

第
１
項
中
「
別
記
様
式
第
１０号

」
を
「
別
記
様
式
第
８
号
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
第
２
号
た
だ

し
書
中
「
の
申
出
」
を
「
に
規
定
す
る
申
出
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

３
前
項
第
２
号
の
小
切
手
の
振
出
し
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
２１条

第
１
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
察
署
長
は
、
法
第
３７条

の
規
定
に
よ
り
県
に
帰
属
し
た
物
件
に
つ
い
て
は
、
帰
属
調
書
（
保
管
金
）

（
第
９
号
様
式
）
及
び
帰
属
調
書
（
保
管
物
品
）
（
第
１０号

様
式
）
を
作
成
し
、
大
分
県
会
計
規
則
第
２

条
第
２
号
に
規
定
す
る
か
い
の
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

第
２１条

に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

３
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
帰
属
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
２２条

中
「
拾
得
物
件
出
納
簿
」
を
「
保
管
金
・
保
管
物
品
出
納
簿
」
に
改
め
る
。

第
２３条

第
１
項
中
「
保
管
物
件
」
を
「
提
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
２４条

第
２
項
中
「
前
項
の
」
の
次
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
２５条

中
「
拾
得
物
件
出
納
簿
を
締
切
り
」
を
「
保
管
金
・
保
管
物
品
出
納
簿
を
締
め
切
り
」
に
、
「
遺

失
物
引
継
書
」
を
「
事
務
引
継
書
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
中
「
第
４
条
」
の
次
に
「
、
第
９
条
」
を
加
え
る
。

第
２
号
様
式
を
削
り
、
第
３
号
様
式
を
第
２
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

四



第
５
号
様
式
（
そ
の
１
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
拾
得
者
等
費
用
・
報
労
金
有
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日
）

号
番

理
受

（
様

県
警
察
署
長

遺
失
物
確
認
通
知
書

あ
な
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る
下
記
の
物
件
を
拾
得
物
件
と
し
て
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
下
記
警
察
署
ま

で
ご
連
絡
の
上
、
確
認
に
来
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
下
記
の
保
管
期
間
満
期
日
ま
で
に
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
物
件
の

所
有
権
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

）
（

：
件

物
得

拾
・・

保
管
期
間
満
期
日
：

年
月

日
こ
の
物
件
を
拾
得
し
た
拾
得
者
（
施
設
内
で
の
拾
得
の
場
合
は
当
該
施
設
の
占
有
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

「
拾
得
者
等
」
と
い
い
ま
す
。
）
は
次
の
費
用
等
（
　
が
入
っ
て
い
る
も
の
）
を
遺
失
者
に
請
求
す
る
権
利

を
有
し
て
お
り
、
あ
な
た
が
そ
の
返
還
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
費
用
等
を
拾
得
者
等
に
支
払
う
義
務
が
あ

り
ま
す
。

□
こ
の
物
件
の
提
出
、
交
付
及
び
保
管
に
要
し
た
費
用
（
遺
失
物
法
第
2
7
条
）

□
報
労
金
（
遺
失
物
法
第
2
8
条
。
物
件
価
格
の
５
％
か
ら
2
0
％
ま
で
の
額
（
施
設
内
で
拾
得
さ
れ
た
物

件
に
つ
い
て
は
、
拾
得
者
と
施
設
占
有
者
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
２
分
の
1
））

ま
た
、
あ
な
た
に
返
還
す
る
際
に
は
、
上
記
の
義
務
の
履
行
の
た
め
、
拾
得
者
等
の
氏
名
、
住
所
等
を
告

知
す
る
と
と
も
に
、
拾
得
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
遺
失
者
で
あ
る
あ
な
た
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
し

ま
す
。

た
だ
し
、
遺
失
物
に
関
す
る
権
利
を
放
棄
し
、
遺
失
者
と
し
て
返
還
を
受
け
な
い
と
き
は
、
上
記
の
支
払

義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
遺
失
物
法
第
3
1
条
）
ほ
か
、
氏
名
、
住
所
等
の
告
知
も
さ
れ
ま
せ
ん
。

物
件
の
返
還
を
受
け
る
と
き
は
、
次
の
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
こ
の
通
知
書

・
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
）

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
４
号
様
式
を
削
り
、
第
５
号
様
式
を
第
４
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

五



第
５
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
拾
得
者
等
費
用
・
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
不
同
意
）

年
月

日
）

号
番

理
受

（
様

県
警
察
署
長

遺
失
物
確
認
通
知
書

あ
な
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る
下
記
の
物
件
を
拾
得
物
件
と
し
て
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
下
記
警
察
署
ま

で
ご
連
絡
の
上
、
確
認
に
来
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
下
記
の
保
管
期
間
満
期
日
ま
で
に
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
物
件
の

所
有
権
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

）
（

：
件

物
得

拾
・・

保
管
期
間
満
期
日
：

年
月

日
物
件
の
返
還
を
受
け
る
と
き
は
、
次
の
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
こ
の
通
知
書

・
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
）

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
５
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
拾
得
者
等
費
用
・
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日
）

号
番

理
受

（
様

県
警
察
署
長

遺
失
物
確
認
通
知
書

あ
な
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る
下
記
の
物
件
を
拾
得
物
件
と
し
て
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
下
記
警
察
署
ま

で
ご
連
絡
の
上
、
確
認
に
来
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
下
記
の
保
管
期
間
満
期
日
ま
で
に
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
物
件
の

所
有
権
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

）
（

：
件

物
得

拾
・・

保
管
期
間
満
期
日
：

年
月

日

こ
の
物
件
を
拾
得
し
た
拾
得
者
（
施
設
内
で
の
拾
得
の
場
合
は
当
該
施
設
の
占
有
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

「
拾
得
者
等
」
と
い
い
ま
す
。
）
は
、
遺
失
者
に
対
し
て
拾
得
者
等
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
す
る
こ
と
に

同
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
さ
れ
、
あ
な
た
が
遺
失
者
と
し
て
返
還
を
受
け
る
と
き

は
、
拾
得
者
等
の
氏
名
、
住
所
等
の
告
知
を
求
め
る
か
を
確
認
し
ま
す
。

ま
た
、
拾
得
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
遺
失
者
で
あ
る
あ
な
た
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
し
ま
す
。

た
だ
し
、
遺
失
物
に
関
す
る
権
利
を
放
棄
し
、
遺
失
者
と
し
て
返
還
を
受
け
な
い
と
き
は
、
氏
名
、
住
所

等
の
告
知
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

物
件
の
返
還
を
受
け
る
と
き
は
、
次
の
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
こ
の
通
知
書

・
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
）

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

六



第
５
号
様
式
（
そ
の
４
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
拾
得
者
等
費
用
・
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
留
保
）

年
月

日
）

号
番

理
受

（
様

県
警
察
署
長

遺
失
物
確
認
通
知
書

あ
な
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る
下
記
の
物
件
を
拾
得
物
件
と
し
て
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
下
記
警
察
署
ま

で
ご
連
絡
の
上
、
確
認
に
来
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
下
記
の
保
管
期
間
満
期
日
ま
で
に
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
物
件
の

所
有
権
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

）
（

：
件

物
得

拾
・・

保
管
期
間
満
期
日
：

年
月

日
こ
の
物
件
が
あ
な
た
の
も
の
と
確
認
さ
れ
、
あ
な
た
が
遺
失
者
と
し
て
返
還
を
受
け
る
と
き
、
こ
の
物
件

を
拾
得
し
た
拾
得
者
（
施
設
内
で
の
拾
得
の
場
合
は
当
該
施
設
の
占
有
者
を
含
み
ま
す
。
以
下
「
拾
得
者
等
」

と
い
い
ま
す
。
）
が
、
遺
失
者
に
対
し
て
拾
得
者
等
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合

は
、
あ
な
た
が
拾
得
者
等
の
氏
名
、
住
所
等
の
告
知
を
求
め
る
か
を
確
認
し
ま
す
。

ま
た
、
遺
失
者
に
対
す
る
氏
名
、
住
所
等
の
告
知
に
同
意
し
た
拾
得
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
遺
失
者

で
あ
る
あ
な
た
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
し
ま
す
。

た
だ
し
、
拾
得
者
等
が
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
き
及
び
あ
な
た
が
遺
失

物
に
関
す
る
権
利
を
放
棄
し
、
遺
失
者
と
し
て
返
還
を
受
け
な
い
と
き
は
、
氏
名
、
住
所
等
の
告
知
は
さ
れ

ま
せ
ん
。

物
件
の
返
還
を
受
け
る
と
き
は
、
次
の
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
こ
の
通
知
書

・
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
）

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
６
号
様
式
か
ら
第
１３号

様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

七



第
６
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
有
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日

）
号

番
理

受
（

様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
遺
失
物
法
の
規
定
に
よ
り
、
あ
な
た
に
は
次
の
費
用
等
を
遺
失
者
に
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

□
拾
得
物
件
の
提
出
、
交
付
及
び
保
管
に
要
し
た
費
用
（
遺
失
物
法
第
2
7
条
）

□
報
労
金
（
遺
失
物
法
第
2
8
条
。
物
件
価
格
の
５
％
か
ら
2
0
％
ま
で
の
額
（
施
設
内
で
拾
得
さ
れ
た
物

件
に
つ
い
て
は
、
拾
得
者
と
施
設
占
有
者
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
２
分
の
１
）
）

遺
失
者
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
は
、
支
払
い
に
つ
い
て
話
合
い
を
し
て
く
だ
さ
い
（
連
絡
が
な
い
と
き

は
、
下
記
お
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）
。

な
お
、
物
件
が
遺
失
者
に
返
還
さ
れ
た
後
１
か
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１
）

（
件

物
得

拾
２

日
月

年
日

還
返

３◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

※
既
に
遺
失
者
と
の
話
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
通
知
書
が
行
き
違
い
に
な
り
ま
し
た
こ
と
、
ご

容
赦
く
だ
さ
い
。

様

第
６
号
様
式
（
そ
の
１
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
有
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日
）

号
番

理
受

（
様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
遺
失
物
法
の
規
定
に
よ
り
、
あ
な
た
に
は
次
の
費
用
等
を
遺
失
者
に
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

費
用
等
に
つ
い
て
は
遺
失
者
と
話
合
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。

□
拾
得
物
件
の
提
出
、
交
付
及
び
保
管
に
要
し
た
費
用
（
遺
失
物
法
第
2
7
条
）

□
報
労
金
（
遺
失
物
法
第
2
8
条
。
物
件
価
格
の
５
％
か
ら
2
0
％
ま
で
の
額
（
施
設
内
で
拾
得
さ
れ
た
物

件
に
つ
い
て
は
、
拾
得
者
と
施
設
占
有
者
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
２
分
の
１
）
）

な
お
、
物
件
が
遺
失
者
に
返
還
さ
れ
た
後
１
か
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１
）

（
件

物
得

拾
２

日
月

年
日

還
返

３４
遺
失
者

住
所

氏
名

連
絡
先

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

※
既
に
遺
失
者
と
の
話
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
通
知
書
が
行
き
違
い
に
な
り
ま
し
た
こ
と
、
ご
容
赦
く
だ

さ
い
。

様

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

八



第
６
号
様
式
（
そ
の
４
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日

）
号

番
理

受
（

様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１

）
（

件
物

得
拾

２

日
月

年
日

還
返

３４
遺
失
者

住
所

氏
名

連
絡
先

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
６
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
有
権
（
又
は
留
保
）
か
つ
氏
名
等
告
知
留
保
）

年
月

日

）
号

番
理

受
（

様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
遺
失
物
法
の
規
定
に
よ
り
、
あ
な
た
に
は
次
の
費
用
等
を
遺
失
者
に
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

□
拾
得
物
件
の
提
出
、
交
付
及
び
保
管
に
要
し
た
費
用
（
遺
失
物
法
第
2
7
条
）

□
報
労
金
（
遺
失
物
法
第
2
8
条
。
物
件
価
格
の
５
％
か
ら
2
0
％
ま
で
の
額
（
施
設
内
で
拾
得
さ
れ
た
物

件
に
つ
い
て
は
、
拾
得
者
と
施
設
占
有
者
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
２
分
の
１
）
）

上
記
の
費
用
等
を
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、
遺
失
者
と
話
合
い
を
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
あ
な
た
の
氏
名
、

住
所
、
連
絡
先
を
遺
失
者
に
お
伝
え
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
下
記
お
問

合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
物
件
が
遺
失
者
に
返
還
さ
れ
た
後
１
か
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１
）

（
件

物
得

拾
２

日
月

年
日

還
返

３◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

九



第
６
号
様
式
（
そ
の
６
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
不
同
意
又
は
留
保
）

年
月

日

）
号

番
理

受
（

様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１

）
（

件
物

得
拾

２

日
月

年
日

還
返

３◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

第
６
号
様
式
（
そ
の
５
）
（
第
1
9
条
関
係
）

（
費
用
、
報
労
金
失
棄
権
か
つ
氏
名
等
告
知
同
意
）

年
月

日

）
号

番
理

受
（

様

県
警
察
署
長

拾
得
物
件
返
還
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
、
返
還
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

提
出
（
交
付
）
時
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
遺
失
者
へ
の
氏
名
等
告
知
に
同
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
返

還
時
に
、
遺
失
者
に
対
し
あ
な
た
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
知
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

日
月

年
日)

付
交(

出
提

１

）
（

件
物

得
拾

２

日
月

年
日

還
返

３◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
〇



第
８
号
様
式
（
第
1
9
条
関
係
）

年
月

日

（
受
理
番
号

）

様

県
警
察
署
長

費
用
請
求
権
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
に
返
還
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
な
た
に
は
遺
失
物
法
の
定
め
に
よ
り
、
あ
な
た
が
こ
の
物
件
の
提
出
、
交
付
又
は
保
管
に
費
用
を
要
し

た
場
合
に
は
、
こ
の
物
件
を
受
け
取
る
者
（
あ
な
た
が
物
件
を
交
付
し
た
施
設
占
有
者
・
あ
な
た
に
物
件
を

交
付
し
た
拾
得
者
）
に
こ
れ
を
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
の
で
通
知
し
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
提
出
(交
付
)日

年
月

日

）
（

件
物

得
拾

２◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

第
７
号
様
式
（
第
1
9
条
関
係
）

年
月

日
（
受
理
番
号

）
様

県
警
察
署
長

権
利
取
得
通
知
書

あ
な
た
か
ら
提
出
（
交
付
）
の
あ
っ
た
下
記
の
拾
得
物
件
は
、
遺
失
者
が
判
明
し
な
か
っ
た
た
め
、
あ
な

た
が
こ
の
物
件
の
所
有
権
を
取
得
し
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
要
領
に
よ
り
、
受
取
に
来
て
く
だ

さ
い
。

あ
な
た
に
は
、
こ
の
物
件
の
交
付
、
提
出
又
は
保
管
に
つ
い
て
費
用
を
要
し
た
者
が
他
に
あ
る
場
合
に
は
、

遺
失
物
法
の
定
め
に
よ
り
、
こ
れ
を
償
還
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、
下
記
宛
て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
提
出
（
交
付
）
日

年
月

日
）

（
件

物
得

拾
２３

引
渡
し
期
限
日

年
月

日
※

引
渡
し
期
限
日
ま
で
に
受
け
取
ら
な
い
と
き
は
こ
の
物
件
の
所
有
権
を
失
い
ま
す
。

４
引
渡
し
手
続
を
行
う
場
所
、
取
扱
時
間
等

下
記
「
お
問
合
せ
先
」
に
同
じ

５
持
参
す
る
も
の

(1
)
拾
得
物
件
預
り
書
及
び
拾
得
物
件
預
り
書
別
紙
（
拾
得
物
件
提
出
時
に
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
）

(2
)
本
通
知

(3
)
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
）

※
代
理
人
が
受
け
取
る
場
合
は
、
上
記
(1
)又
は
(2
)と
併
せ
て
次
の
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
委
任
状
（
拾
得
物
件
預
り
書
別
紙
の
下
部
に
あ
る
委
任
状
欄
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。）

○
代
理
人
の
住
所
、
氏
名
等
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保

険
者
証
等
）

◎
お
問
合
せ
先

警
察
署
会
計
課

所
在
地

電
話
番
号

受
付
時
間

様

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
一



第
1
0
号
様
式
（
第
2
1
条
関
係
）

帰
属
調
書
（
保
管
物
品
）

署
察

警
県

分

N
o
.

受
理
番
号

受
理

期
満
失
効

拾
得
者
等

物
品
名

点
数

備
考

年
月
日

年
月
日

所
有
権

小
計

合
計

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

県
警
察
署
長

／

第
９
号
様
式
（
第
2
1
条
関
係
）

帰
属
調
書
（
保
管
金
）

署
察

警
県

分

N
o
.

受
理
番
号

受
理

期
満
失
効

拾
得
者
等

金
額

備
考

年
月
日

年
月
日

所
有
権

小
計

合
計

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

県
警
察
署
長

／

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
二



第
1
2
号
様
式
（
第
2
3
条
関
係
）

 年
　
　
月
　
　
日

保
 管
 金

保
管
物
品

備
　
　
考

円
点

円
点点

円
品
物
得
拾
・

金
得
拾

円
価
換

・
却
売

円
点点

円
還
返

点
円

し
渡
引

点
価
換

・
却
売

点
分
処

点
棄

廃
件
物
連
関
報

情
人
個

点
円

理
処
属
帰

点
円

分
処
法
司

点
円

他
の
そ

円
点
至
が
月
の
末
日
で
な
い

場
合
は
翌
日
繰
越
高

前
年
度
（
前
月
）
繰
越

当
年
度
（
当
月
）
受
入

当
年
度
（
当
月
）
払
出

翌
年
度
（
翌
月
）
繰
越

　
　
　
　
　
　
　
 県
　
　
　
 警
察
署
長

拾
得
物
件
出
納
計
算
書
（
　
　
　
年
度
）

　
　
  　
自
　
　
　
年
　
  月
　
  日

　
　
 　
 至
　
　
　
年
　
  月
　
  日

区
　
　
分

第11号様式（第22条、第25条関係）

　　年　　月 県　　　警察署

任意提出
小切手
番号

手元現金 任意提出 預託
保管
委託

鑑査
任意
提出

保管
委託

鑑査
任意
提出

／

日付
受払
日付

受理
番号

摘要

保管金
手元現金

払受払受

保管金・保管物品出納簿

預託

現在高

保管物品

数点残払受

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
三



第
1
3
号
様
式
（
第
2
5
条
関
係
）

事
務

引
継

書

１
保
管
金

前
年
度
末

本
年
度
（
引
継
時
ま
で
）

現
在
高

振
出
済
小
切
手

備
考

繰
越
高

受
入
高

払
出
高

現
金

預
金

支
払
未
済
高

円
円

円
円

円
円

２
保
管
物
品

前
年
度
末

本
年
度
（
引
継
時
ま
で
）

繰
越
高

考
備

高
在

現
受
入
高

払
出
高

保
管
委
託

任
意
提
出

鑑
査
中

点
点

点
点

点
点

点

上
記
の
と
お
り
引
継
ぎ
を
終
わ
り
ま
し
た
。

年
月

日

県
警
察
署
長

印
者

任
前

印
者

任
後

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の

取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
第
２
号
様
式
を
除
く
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の

訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

令
和
五
年
三
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
四


